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(57)【要約】
【課題】　本発明の目的は、シート状物中の織編物の経糸または緯糸にポリアミド系樹脂
からなる繊維を用いることで、ライティング効果を持つ高密度なシート状物およびその製
造方法を提供することにある。
【解決手段】　平均単繊維直径が０．１μｍ以上１０μｍ以下である極細繊維からなる不
織布と、織編物と、高分子弾性体とからなるシート状物であって、前記シート状物の見掛
け密度が０．３５ｇ／ｃｍ３以上０．７０ｇ／ｃｍ３以下であって、シート状物の少なく
とも一方の面に立毛を有し、前記織編物が経糸または緯糸の少なくとも一方にポリアミド
系樹脂からなる繊維を使用し、前記シート状物に含まれる芳香族アルコールの合計含有率
がシート状物全体の質量対比１質量ｐｐｍ以上１０００質量ｐｐｍ以下である、シート状
物。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平均単繊維直径が０．１μｍ以上１０．０μｍ以下である極細繊維からなる不織布と、
織編物と、高分子弾性体とからなるシート状物であって、前記シート状物の見掛け密度が
０．３５ｇ／ｃｍ３以上０．７０ｇ／ｃｍ３以下であって、シート状物の少なくとも一方
の面に立毛を有し、前記織編物が経糸または緯糸の少なくとも一方にポリアミド系樹脂か
らなる繊維を使用し、前記シート状物に含まれる芳香族アルコールの合計含有率がシート
状物全体の質量対比１質量ｐｐｍ以上１０００質量ｐｐｍ以下である、シート状物。
【請求項２】
　前記芳香族アルコールがベンジルアルコール、および／または、フェネチルアルコール
である、請求項１記載のシート状物。
【請求項３】
　前記シート状物の密度が０．４０ｇ／ｃｍ３以上０．６５ｇ／ｃｍ３以下である、請求
項１または２記載のシート状物。
【請求項４】
　前記極細繊維がポリエステル系樹脂を含む極細繊維である、請求項１～３のいずれかに
記載のシート状物。
【請求項５】
　前記シート状物の剛軟度が５０ｍｍ以上１８０ｍｍ以下である、請求項１～４のいずれ
かに記載のシート状物。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載されたシート状物を製造する、シート状物の製造方法で
あって、下記の工程（１）～（４）を順に行い、かつ、下記の工程（５）が工程（４）の
前、または、工程（４）の後に行う、シート状物の製造方法。
工程（１）：平均単繊維直径が０．１μｍ以上１０．０μｍ以下の極細繊維発現型繊維か
らなる不織布と、経糸または緯糸の少なくとも一方にポリアミド系樹脂からなる繊維を使
用した織編物とからなる、繊維構造物を形成する工程、
工程（２）：前記繊維構造物に、水溶性樹脂を付与する工程、
工程（３）：前記繊維構造物に、高分子弾性体を付与する工程、
工程（４）：立毛層を形成する工程、
工程（５）：前記繊維構造物を芳香族アルコールに浸漬する、収縮工程
【請求項７】
　前記芳香族アルコールがベンジルアルコール、および／または、フェネチルアルコール
である、請求項６に記載のシート状物の製造方法。
【請求項８】
　前記収縮工程において、シート状物の面積収縮率が５％以上４５％以下である、請求項
６または７に記載のシート状物の製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ライティング効果を持つ高密度なシート状物およびその製造方法に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　極細繊維からなる繊維絡合体と高分子弾性体からなるスエード調のシート状物は、天然
皮革同様に毛並みを逆立たせた箇所が周囲との色調差により明瞭化する、いわゆるライテ
ィング効果を示す。また、スエード調のシート状物は、耐久性や均一性などの点において
、天然皮革にはない優れた性質を有しており、これらの特徴を活かして、衣料、家具およ
び自動車内装材等の幅広い用途に利用されている。このようなシート状物の更なる表面品
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位を向上させる手段としては、高密度化による緻密化が挙げられる。
【０００３】
　例えば、特許文献１では、２種類の熱可塑性樹脂からなる複合体層から形成される積重
体シートを厚み方向に熱プレスすることで高密度なシート状物を得る技術が提案されてい
る。
【０００４】
　また、繊維絡合体と高分子弾性体で構成される人工皮革に対して収縮処理を施すことで
、高密度なシート状物を得る技術も提案されている。例えば、繊維絡合体と高分子弾性体
と一体化した収縮性を有する織編物からなるシート状物を熱処理により収縮する方法（例
えば、特許文献２を参照）や、人工皮革に対して片側に収縮性シートを接着した後、収縮
処理を施し、次いで収縮性シートを除去する方法（例えば、特許文献３を参照）、および
ポリアミド系極細繊維からなる繊維絡合体を適用した人工皮革基材を、ベンジルアルコー
ルを含む処理液に浸漬すること方法（例えば、特許文献４を参照）などが提案されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１４－１８９６７４号公報
【特許文献２】国際公開２０１５／１５１８７２号
【特許文献３】特開２００３－８９９８３号公報
【特許文献４】国際公開２０１７／０８２２７３号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に開示された技術では、厚み方向に熱プレスすることで高密
度なシート状物を得ることができるものの、熱によりシート表面が平滑にするものである
ため、十分なライティング効果を得ることが困難である。
【０００７】
　また、特許文献２に開示された技術では、収縮性を有する織編物に熱処理を加えること
で高密度化しているが、製造工程中の熱履歴に留意する必要があり、繊維絡合体と高分子
弾性体からなる人工皮革の製造工程が制限される。
【０００８】
　一方、特許文献３に開示された技術では、有機溶剤を用いて収縮処理を施し、高密度化
しているが、収縮性シートの接着・除去工程を含むため、収縮性シートとの貼り合わせを
考慮して基材を選定する必要がある。
【０００９】
　また、特許文献４に開示された技術においても同様に、有機溶剤を用いて収縮処理を施
し、高密度化しているが、極細繊維がポリアミド系樹脂に限定されるため、用途が制限さ
れる。
【００１０】
　そこで、本発明の目的は、上記従来技術の実状に鑑み、製造方法や人工皮革基材に制限
ない高密度かつ緻密なシート状物であり、このシート状物がライティング効果を示すシー
ト状物、およびその製造方法を提供せんとするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者らは、シート状物を形成する極細繊維に様々な繊維が適用でき、ライティング
効果を示す高密度かつ緻密なシート状物を得ることを試みた。しかしながら、様々な繊維
が適用できる極細繊維とライティング効果とを併せ持つシート状物を製造しようとしても
、その製造方法が制限されるため、上記目的を達成するのは非常に困難であった。そこで
、さらに上記目的を達成するべく鋭意検討を重ねたところ、繊維絡合体と一体化した織編
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物の経糸または緯糸の少なくとも一方にポリアミド系樹脂からなる繊維を適用することで
、ライティング効果とともに高密度かつ緻密なシート状物を得られることを見出した。さ
らにこのシート状物が、既存の設備で簡便に製造することができるため様々な用途に展開
できることも判明した。
【００１２】
　本発明はこれら知見に基づいて完成に至ったものであり、本発明によれば、以下の発明
が提供される。
【００１３】
　本発明は、平均単繊維直径が０．１μｍ以上１０μｍ以下である極細繊維からなる不織
布と、織編物と、高分子弾性体とからなるシート状物であって、前記シート状物の見掛け
密度が０．３５ｇ／ｃｍ３以上０．７０ｇ／ｃｍ３以下であって、シート状物の少なくと
も一方の面に立毛を有し、前記織編物が経糸または緯糸の少なくとも一方にポリアミド系
樹脂からなる繊維を使用し、前記シート状物に含まれる芳香族アルコールの合計含有率が
シート状物全体の質量対比１質量ｐｐｍ以上１０００質量ｐｐｍ以下である、シート状物
である。
【００１４】
　本発明のシート状物の好ましい様態によれば、前記芳香族アルコールがベンジルアルコ
ール、および／または、フェネチルアルコールである。
【００１５】
　本発明のシート状物の好ましい様態によれば、前記シート状物の密度が０．４０ｇ／ｃ
ｍ３以上０．６５ｇ／ｃｍ３以下である。
【００１６】
　本発明のシート状物の好ましい様態によれば、前記極細繊維がポリエステル系樹脂を含
む極細繊維である。
【００１７】
　本発明のシート状物の好ましい様態によれば、前記シート状物の剛軟度が５０ｍｍ以上
１８０ｍｍ以下である。
【００１８】
　また本発明は、前述のシート状物を製造する方法であって、下記の工程（１）～（４）
を順に行い、かつ、下記の工程（５）が工程（４）の前、または、工程（４）の後に行う
。工程（１）：平均単繊維直径が０．１μｍ以上１０μｍ以下の極細繊維発現型繊維から
なる不織布と、経糸または緯糸の少なくとも一方にポリアミド系樹脂からなる繊維を使用
した織編物とからなる、繊維構造物を形成する工程、工程（２）：前記繊維構造物に、水
溶性樹脂を付与する工程、工程（３）：前記繊維構造物に、高分子弾性体を付与する工程
、工程（４）：立毛層を形成する工程、工程（５）：前記繊維構造物を芳香族アルコール
に浸漬する、収縮工程
　本発明のシート状物の製造方法の好ましい様態によれば、前記収縮工程における芳香族
アルコールがベンジルアルコール、および／または、フェネチルアルコールである。
【００１９】
　本発明のシート状物の製造方法の好ましい様態によれば、前記収縮工程において、シー
ト状物の面積収縮率が５％以上４５％以下である。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、極細繊維に特定の繊維を用いることなく、ライティング効果を示す高
密度かつ緻密なシート状物を得ることができる。特に、本発明のシート状物は、前記の特
徴から、家具、椅子および自動車、電車および航空機などの車輛室内における座席、天井
および内装などの表皮材として非常に優美な外観を有する内装材、シャツ、ジャケットな
どの衣料用資材として好適に用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
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【図１】図１は、本発明のシート状物の好ましい態様の表面形態を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明のシート状物は、平均単繊維直径が０．１μｍ以上１０μｍ以下である極細繊維
と、織編物と、高分子弾性体とからなり、シート状物の見掛け密度が０．３５ｇ／ｃｍ３

以上０．７０ｇ／ｃｍ３以下であって、シート状物の少なくとも一方の面に立毛を有し、
前記の織編物が経糸または緯糸の少なくとも一方にポリアミド系樹脂からなる繊維を使用
し、前記シート状物に含まれる芳香族アルコールの合計含有率がシート状物全体の質量対
比１質量ｐｐｍ以上１０００質量ｐｐｍ以下である。以下に、これらをその製造方法に従
って詳述するが、本発明はその要旨を超えない限り、以下に説明する範囲に何ら限定され
るものではない。
【００２３】
　［繊維構造物を形成する工程］
　本発明に係るシート状物の製造方法においては、まず、平均単繊維直径が０．１μｍ以
上１０μｍ以下の極細繊維発現型繊維からなる不織布と、経糸または緯糸の少なくとも一
方にポリアミド系樹脂からなる繊維を使用した織編物とからなる、繊維構造物を形成する
工程を行う。以下において、さらに詳細を説明する。
【００２４】
　まず、シート状物を構成する極細繊維を得るために極細繊維発現型繊維を紡糸する。
【００２５】
　極細繊維発現型繊維としては、一般的に、海島型複合繊維、剥離分割型繊維等が挙げら
れる。海島型複合繊維を用いる場合、溶剤などへの溶解性の異なる熱可塑性高分子成分を
海成分および島成分とし、後工程で海成分を溶剤などにより溶解除去することによって島
成分を極細繊維とすることができる。また、極細繊維の単繊維直径を均一に制御でき、シ
ート状物の表面外観を優美にできる。また、海島型複合繊維は、海成分を除去することに
よって島成分間、すなわち繊維束内部の極細繊維間に適度な空隙を付与することができ、
かつ、１本あたりの複合繊維から特に繊維径の小さな極細繊維を効率良く発現させること
ができる。これらの観点から、本発明においては、極細繊維発現型繊維として海島型複合
繊維を用いる。
【００２６】
　海島型複合繊維の形成には、海島型複合用口金を用い、海成分と島成分の２成分を相互
配列して紡糸する高分子相互配列体方式や、海成分と島成分の２成分を混合して紡糸する
混合紡糸方式などを用いることができる。これらのうち、均一な繊度の極細繊維が得られ
る点で好ましいのは、高分子配列体方式による海島型複合繊維である。
【００２７】
　前記の海島型複合繊維の島成分としては、例えば、「ポリエチレンテレフタレート、ポ
リブチレンテレフタレート、ポリトリメチレンテレフタレートおよびポリ乳酸」などのポ
リエステル系樹脂、「ポリアミド６やポリアミド６６」などのポリアミド系樹脂、アクリ
ル系樹脂、ポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン系樹脂、および熱可塑性セルロースなど
の溶融紡糸可能な熱可塑性樹脂などが挙げられる。中でも、強度、寸法安定性、耐光性お
よび染色性の観点から、「ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、
ポリトリメチレンテレフタレート」などのポリエステル系樹脂が好ましく用いられる。中
でも、テレフタル酸またはその誘導体と、エチレングリコールまたはその誘導体とが共重
合してなる構造を主成分とするポリエチレンテレフタレート系樹脂が、コスト面や耐候性
の観点からより好ましく用いられる。なお、これらのポリマーから選ばれる少なくとも２
種以上が組み合わされていてもよい。また、環境配慮の観点から、リサイクル原料や植物
由来原料から得られる繊維であってもよい。また、極細繊維は、異なる素材の繊維が混合
され構成されることができる。
【００２８】
　また、前記の島成分には、他の成分が共重合されていても良く、また、本発明の効果を
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損なわない範囲で、有機粒子、無機粒子、難燃剤、帯電防止剤等の添加剤を含有させるこ
とができる。
【００２９】
　ここで、本発明でいうポリエステル系樹脂とは、ジカルボン酸類またはその誘導体とジ
オール類またはその誘導体とが共重合してなる構造を主成分としたものであり、ここでい
う主成分とはポリエステル系樹脂全体の質量に対して５０重量％より多いことをいう。ま
た、ジカルボン酸類としては、例えば「イソフタル酸、コハク酸、シクロヘキサンジカル
ボン酸、アジピン酸、ダイマ酸、セバシン酸および５－イソフタル酸」などが挙げられ、
ジオール類としては、例えば「エチレングリコール、ブタンジオール、ネオペンチルグリ
コール、シクロヘキサンジメタノール、ポリエチレングリコールおよびポリプロピレング
リコール」などを挙げることができる。また、必要に応じて、艶消し剤となる二酸化チタ
ン、滑剤としてのシリカやアルミナの微粒子、抗酸化剤としてのヒンダードフェノール誘
導体、および着色顔料などを添加してもよい。
【００３０】
　前記の海島型複合繊維の海成分としては、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポ
リスチレン、スルホイソフタル酸ナトリウムやポリエチレングリコールなどを共重合した
共重合ポリエステル、ポリ乳酸、およびポリビニルアルコールなどが挙げられる。
【００３１】
　前記の海島型複合繊維における、海成分と島成分の質量割合は、海成分：島成分＝５：
９５～８０：２０の範囲であることが好ましい。海成分の質量割合が５質量％以上（島成
分の質量割合が９５質量％以下）、より好ましくは１０質量％以上（島成分の質量割合が
９０質量％以下）である場合、島成分の極細化を十分に行うことができる。一方、海成分
の質量割合が８０質量％以下（島成分の質量割合が２０質量％以上）、より好ましくは６
０質量％以下（島成分の質量割合が４０質量％以上）である場合、溶出成分の量が多すぎ
ないことで、生産性よく加工することができる。
【００３２】
　前記の海島型複合繊維断面における島部分の数、すなわち、１本の海島型複合繊維から
極細繊維を発現させることにより生じる極細繊維束内の極細繊維数は、１０本／束以上９
００本／束以下であることが好ましい。前記極細繊維数が１０本／束以上であることによ
って、極細繊維の緻密性が向上し、例えば、摩耗等の機械物性が向上する傾向がある。一
方、９００本／束以下、より好ましくは、４００本／束以下とすることによって、立毛時
の開繊性を向上させ、立毛面の繊維分布を均一なものとすることができる。
【００３３】
　極細繊維の密集性の観点からは、極細繊維束内の繊維密集度合いは３０（本・μｍ）以
上であることが好ましく、より好ましくは５０（本・μｍ）以上である。一方、極細繊維
束内の繊維密集度合いは１０００（本・μｍ）以下であることが好ましく、より好ましく
は７００（本・μｍ）以下である。ここで、繊維密集度合いは、（極細繊維束内の繊維数
）×（平均単繊維直径）で算出し、極細繊維の束の大きさの指標となる。このように、極
細繊維束内の繊維密集度合いを３０（本・μｍ）以上１０００（本・μｍ）以下とするこ
とにより、繊維絡合体とする際の加工操業性が良く、極細繊維束の緻密性が良くなる。
【００３４】
　次に、延伸された極細繊維発現型繊維から構成される、繊維絡合体を形成する。本発明
においてシート状物の基材層を構成する繊維絡合体には、不織布が用いられ、中でもシー
ト状物の風合いや品位の観点から、短繊維不織布が用いられる。短繊維不織布の原綿を得
るには、好ましくは捲縮加工を施した上で、所定長にカットする方法が採られる。なお、
捲縮加工やカット加工は通常の方法を用いることができる。
【００３５】
　このようにして得られた短繊維不織布の原綿をカード処理して薄いシート状の綿を経て
、クロスラッパーで積層することで積層繊維ウェブを得る。
【００３６】
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　短繊維不織布における短繊維の繊維長は、２５ｍｍ以上９０ｍｍ以下であることが好ま
しい。繊維長を２５ｍｍ以上、より好ましくは３０ｍｍ以上とすることにより、絡合によ
り耐摩耗性に優れたシート状物を得ることができる。また、繊維長を９０ｍｍ以下、より
好ましくは８０ｍｍ以下とすることにより、収縮特性や表面品位に優れたシート状物を得
ることができる。
【００３７】
　本発明のシート状物に用いられる短繊維不織布として、上記した短繊維をカードおよび
クロスラッパーを用いて積層ウェブを形成させた後に、ニードルパンチやウォータージェ
ットパンチを施して得られるものの他にも、例えば、厚みが薄いシート状物を製造する場
合には抄紙法で得られるものなどであってもよい。
【００３８】
　その後、前記の極細繊維発現型繊維からなる不織布を得るために上記積層繊維ウェブを
ニードルパンチやウォータージェットパンチにより絡合させる方法、スパンボンド法、メ
ルトブロー法および抄紙法などを採用することができる。中でも、前述のような極細繊維
束の態様とする上で、極細繊維発現型繊維からなる積層繊維ウェブをニードルパンチやウ
ォータージェットパンチにより絡合させる方法が好ましく用いられる。
【００３９】
　ニードルパンチ処理あるいはウォータージェットパンチ処理後の不織布の見かけ密度は
、０．１５ｇ／ｃｍ３以上０．４０ｇ／ｃｍ３以下であることが好ましい。見かけ密度を
０．１５ｇ／ｃｍ３以上とすることにより、形態安定性と寸法安定性が優れた繊維絡合体
にできる。一方、見かけ密度を０．４０ｇ／ｃｍ３以下、より好ましくは０．３０ｇ／ｃ
ｍ３以下とすることにより、高分子弾性体を付与するための十分な空間を繊維間に維持す
ることができる。
【００４０】
　このようにして得られた極細繊維発現型繊維からなる不織布は、緻密化の観点から、乾
熱もしくは湿熱、またはその両者によって熱収縮処理させ、さらに高密度化させることが
好ましい態様である。また、繊維絡合体はカレンダー処理等により、厚さ方向に圧縮させ
ることもできる。
【００４１】
　本発明のシート状物の織編物は、前記の極細繊維発生型繊維からなる不織布と積層一体
化される。なお、本発明において「織編物」とは、織物と編物の総称をいう。
【００４２】
　織編物を構成する糸条には、後述する収縮工程を行うため経糸または緯糸の少なくとも
一方にポリアミド系樹脂からなる繊維を用いる。ポリアミド系樹脂以外にはポリエステル
系樹脂、ポリエチレン系樹脂、またはポリプロピレン系樹脂、またはそれらの共重合体類
などからなる合成繊維が好適に用いられる。
【００４３】
　本発明に用いるポリアミド系樹脂には、例えば、ポリアミド６、ポリアミド６６、ポリ
アミド６１０、ポリアミド１１、ポリアミド１２などが挙げられる。また、本発明の効果
を損なわない範囲で、これらのポリアミド系樹脂に有機粒子、無機粒子、難燃剤、帯電防
止剤等の添加剤を含有させることができる。ポリアミド系樹脂以外の樹脂を用いる場合に
おいても、当然、同様に添加剤を含有させることができる。
【００４４】
　また、織編物を構成する糸条としては、フィラメントヤーン、紡績糸、およびフィラメ
ントと短繊維の混紡糸などを用いることができる。
【００４５】
　本発明で用いられる織編物の繊維の平均単繊維直径は、０．１μｍ以上２０μｍ以下程
度であることがシート状物の風合いの観点から好ましい。
【００４６】
　織編物を構成する糸条の総繊度は、シート状物の剛性を好適な範囲とし、目付を過度に
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高いものとしないなどの理由から、好ましくは５０ｄｔｅｘ以上１５０ｄｔｅｘ以下であ
る。
【００４７】
　前記織編物の目付を２０ｇ／ｍ２以上、より好ましくは３０ｇ／ｍ２以上とすることで
、織編物を不織布と不織布の間に挿入したとき、あるいは織編物を不織布の表面に重ねる
際にシワの発生なく、均一に積層させることができる。一方、前記の織編物の目付を２０
０ｇ／ｍ２以上、より好ましくは１５０ｇ／ｍ２以上とすることで、容易に不織布と織編
物の絡合が可能となる。なお、本発明における目付とは、ＪＩＳ　Ｌ１０９６：２０１０
「織物及び編物の生地試験方法」の「８．３　単位面積当たりの質量」の「８．３．２　
標準状態における単位面積当たりの質量　ａ）　Ａ法（ＪＩＳ法）」に基づき、２００ｍ
ｍ×２００ｍｍの試験片を、試料の幅１ｍ当たり２枚採取し、標準状態におけるそれぞれ
の質量（ｇ）を量り、その算術平均値を小数点以下第二位で四捨五入して、１ｍ２当たり
の質量（ｇ／ｍ２）で表される値を指すこととする。
【００４８】
　本発明において用いられる織物の基本組織は、ツイルやサテンを用いても良いが、目ず
れなどが発生しにくい平組織が好ましく用いられる。
【００４９】
　本発明のシート状物を製造するにあたっては、前記の織編物の見かけ密度を、０．１０
ｇ／ｃｍ３以上、より好ましくは０．２０ｇ／ｃｍ３以上とすることで、シート状物の緻
密感や機械物性が良好なものとすることができる。一方、織編物の見かけ密度を、０．８
０ｇ／ｃｍ３以上、より好ましくは０．７０ｇ／ｃｍ３以上とすることで、シート状物の
風合いが硬化してしまうことを抑制できる。
【００５０】
　［水溶性樹脂を付与する工程］
　本発明に係るシート状物の製造方法においては、続いて、前記工程で得られた繊維構造
物に水溶性樹脂を付与する、水溶性樹脂を付与する工程を行う。この水溶性樹脂を付与す
る工程を行うことによって、シート状物における高分子弾性体の存在態様を大きく変える
ことができる。以下において、さらに詳細を説明する。
【００５１】
　まず、シート状物においては、繊維構造物を構成する極細繊維の束内に実質的に存在し
ないことが好ましい。極細繊維の束の内部にまで高分子弾性体が存在しないことによって
、高分子弾性体が各極細繊維と接着して存在することを抑制し、後述する起毛工程の際に
表面繊維が引きちぎられることを防ぐことができる。
【００５２】
　この場合、高分子弾性体が前記の繊維構造物の内部に含有されてなるシート状物とする
ことが好ましい。高分子弾性体が「繊維構造物の内部に含有されてなる」とは、具体的に
は極細繊維の繊維束や織編物を構成する繊維の表面が水溶性樹脂により保護され、極細繊
維の繊維束や織編物を構成する繊維の表面において、高分子弾性体と直接接合している箇
所が連続的ではなく断続的に存在する状態のことを指す。このような状態にすることによ
って、高分子弾性体の接着面積を適度に抑えることができ、後述する収縮工程において有
機溶剤による収縮が可能となる。
【００５３】
　本工程に用いられる水溶性樹脂としては、ポリビニルアルコール、ポリエチレングリコ
ール、糖類および澱粉などを用いることができる。その中でも、鹸化度８０％以上のポリ
ビニルアルコールが好ましく用いられる。
【００５４】
　なお、このポリビニルアルコールの付与量としては、不織布に含まれる繊維質量に対し
て０．１質量％以上７０質量％以下であることが好ましい。
【００５５】
　［極細繊維を発現させる工程（脱海処理工程）］
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　本発明においては、極細繊維発現型繊維である海島型複合繊維から、極細繊維を発現さ
せる工程、すなわち、脱海処理工程を行う。この工程は、前記の水溶性樹脂を付与する工
程の前、または水溶性樹脂を付与する工程の後、かつ、後述する高分子弾性体を付与する
工程の前に行うことができる。特に、高分子弾性体を付与する工程の前に脱海処理を行う
ことで、極細繊維に直接高分子弾性体が密着する構造となりやすく、極細繊維を強く把持
できる。
【００５６】
　本工程においては、水溶性樹脂は実質的に溶解させずに、海島型複合繊維の海成分を選
択的に溶解させる溶剤で除去し、次いで高分子弾性体の溶液を含浸し、水もしくは有機溶
剤水溶液中で凝固させた後、水溶性樹脂を除去する方法が好ましく用いられる。
【００５７】
　より具体的には、溶剤中に海島型複合繊維を浸漬し、搾液することによって行うことが
できる。海成分を溶解する溶剤としては、海成分がポリエチレン、ポリプロピレンまたは
ポリスチレンの場合には、トルエンやトリクロロエチレンなどの有機溶剤を用いることが
できる。また、海成分が共重合ポリエステルまたはポリ乳酸の場合には、水酸化ナトリウ
ムなどのアルカリ水溶液や熱水を用いることができる。極細繊維を発現させる処理には、
連続染色機、バイブロウォッシャー型脱海機、液流染色機、ウィンス染色機およびジッガ
ー染色機等の装置を用いることができる。
【００５８】
　本発明において、極細繊維発現型繊維から発現された極細繊維の平均単繊維直径は、シ
ート状物の柔軟性や立毛品位の観点から０．１μｍ以上１０．０μｍ以下であることが重
要である。平均単繊維直径は小さい方が良好な表面品位と光沢感を有することから、好ま
しくは９．０μｍ以下、より好ましくは８．０μｍ以下である。一方、染色後の発色性や
サンドペーパーなどによる研削など起毛処理時の繊維の分散性、さばけ易さの観点からは
、好ましくは０．５μｍ以上、より好ましくは１．５μｍ以上である。
【００５９】
　なお、シート状物における極細繊維の平均単繊維直径は、シート状物の厚み方向にカッ
トした断面の走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）写真を撮影し、円形または円形に近い楕円形の
繊維をランダムに１００本選び、繊維径を測定し、算術平均値（μｍ）を算出し、小数点
以下第二位で四捨五入して得られる値とする。
【００６０】
　［高分子弾性体を付与する工程］
　本発明に係るシート状物の製造方法においては、続いて、前記工程で得られた水溶性樹
脂を含む繊維構造物に対して、高分子弾性体を付与する工程を行う。以下において、さら
に詳細を説明する。
【００６１】
　本発明のシート状物が、シート状物全体の質量に対し５質量％以上、より好ましくは１
５質量％以上の多孔化した高分子弾性体を含有することにより、シート状物に適度な圧縮
特性を付与することが可能である。一方、本発明のシート状物が、シート状物全体の質量
に対し６０質量％以下、より好ましくは５５質量％以下の多孔化した高分子弾性体を含有
することにより、立毛工程での繊維の開繊性を良くすることができる。また、シート状物
が染色されて用いられる場合、染色後の繊維構造物の繊維と高分子弾性体の色調に差が出
ず、表面品位の優れたものとなる。さらに、リサイクル原料や植物由来原料から得られる
繊維を用いた場合、再生回収や廃棄が容易となる。
【００６２】
　ここで、シート状物から高分子弾性体の含有量、すなわち、シート状物全体の質量に対
する含有割合（質量％）を測定する方法は、有機溶剤などを用いて高分子弾性体を抽出す
る方法が好ましく用いられる。上記有機溶剤としては、ＤＭＦ（Ｎ，Ｎ－ジメチルホルム
アミド）などのアミド系溶媒やＤＭＳＯ（ジメチルスルホキシド）などのスルホキシド系
溶媒などおよびこれらの二種以上の混合物を用いる方法がより好ましく用いられる。
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【００６３】
　上記の高分子弾性体には、必要に応じてカーボンブラック等の顔料、染料、防カビ剤お
よび酸化防止剤、紫外線吸収剤、および光安定剤などの耐光剤、難燃剤、浸透剤や滑剤、
シリカや酸化チタン等のアンチブロッキング剤、撥水剤、粘度調整剤、帯電防止剤等の界
面活性剤、シリコーン等の消泡剤、セルロース等の充填剤、および凝固調整剤、およびシ
リカや酸化チタン等の無機粒子等を含有させることができる。
【００６４】
　本発明で用いられる高分子弾性体としては、ポリウレタン系エラストマー、ポリウレア
、ポリアクリル酸、エチレン・酢酸ビニルエラストマーおよびアクリロニトリル・ブタジ
エンエラストマーおよびスチレン・ブタジエンエラストマー、ポリビニルアルコール、お
よびポリエチレングリコール等が挙げられ、所望の特性に合わせて、これらを組み合わせ
て用いることもできる。耐久性と圧縮特性の観点からは、ポリウレタン系エラストマーが
好ましく用いられる。
【００６５】
　本発明で特に好ましく用いられるポリウレタン系エラストマーとしては、ポリウレタン
やポリウレタン・ポリウレアエラストマーなどが挙げられる。
【００６６】
　本発明で使用されるポリウレタン系エラストマーは、溶剤系、および／または、水分散
系ポリウレタン系エラストマーを用いることができる。
【００６７】
　本発明で用いられるポリウレタン系エラストマーとしては、ポリマージオールと有機ジ
イソシアネートと鎖伸長剤との反応により得られるポリウレタン系エラストマーが好まし
く用いられる。
【００６８】
　上記のポリマージオールとしては、例えば、ポリカーボネート系ジオール、ポリエステ
ル系ジオール、ポリエーテル系ジオール、シリコーン系ジオールおよびフッ素系ジオール
を採用することができ、これらを組み合わせた共重合体を用いることもできる。中でも、
耐加水分解性の観点からは、ポリカーボネート系ジオール、および／または、ポリエーテ
ル系ジオールを用いることが好ましい態様である。
【００６９】
　上記のポリカーボネート系ジオールは、アルキレングリコールと炭酸エステルのエステ
ル交換反応、あるいはホスゲンまたはクロル蟻酸エステルとアルキレングリコールとの反
応などによって製造することができる。
【００７０】
　また、アルキレングリコールとしては、例えば、エチレングリコール、プロピレングリ
コール、１，４－ブタンジオール、１，５－ペンタンジオール、１，６－ヘキサンジオー
ル、１，９－ノナンジオール、１，１０－デカンジオールなどの直鎖アルキレングリコー
ルや、ネオペンチルグリコール、３－メチル－１，５－ペンタンジオール、２，４－ジエ
チル－１，５－ペンタンジオールおよび２－メチル－１，８－オクタンジオールなどの分
岐アルキレングリコール、１，４－シクロヘキサンジオールなどの脂環族ジオール、ビス
フェノールＡなどの芳香族ジオール、グリセリン、トリメチロールプロパン、およびペン
タエリスリトールなどが挙げられる。本発明では、それぞれ単独のアルキレングリコール
から得られるポリカーボネート系ジオールでも、２種類以上のアルキレングリコールから
得られる共重合ポリカーボネート系ジオールのいずれも採用することができる。
【００７１】
　また、ポリエステル系ジオールとしては、各種低分子量ポリオールと多塩基酸とを縮合
させて得られるポリエステルジオールを挙げることができる。
【００７２】
　低分子量ポリオールとしては、例えば、エチレングリコール、１，２－プロピレングリ
コール、１，３－プロピレングリコール、１，３－ブタンジオール、１，４－ブタンジオ
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ール、２，２－ジメチル－１，３－プロパンジオール、１，６－ヘキサンジオール、３－
メチル－１，５－ペンタンジオール、１，８－オクタンジオール、ジエチレングリコール
、トリエチレングリコール、ジプロピレングリコール、トリプロピレングリコール、シク
ロヘキサン－１，４－ジオール、およびシクロヘキサン－１，４－ジメタノールから選ば
れる一種または二種以上を使用することができる。
【００７３】
　また、ビスフェノールＡに各種アルキレンオキサイドを付加させた付加物も使用可能で
ある。
【００７４】
　また、多塩基酸としては、例えば、コハク酸、マレイン酸、アジピン酸、グルタル酸、
ピメリン酸、スベリン酸、アゼライン酸、セバシン酸、ドデカンジカルボン酸、フタル酸
、イソフタル酸、テレフタル酸、およびヘキサヒドロイソフタル酸から選ばれる一種また
は二種以上が挙げられる。
【００７５】
　本発明で用いられるポリエーテル系ジオールとしては、例えば、ポリエチレングリコー
ル、ポリプロピレングリコール、ポリテトラメチレングリコール、およびそれらを組み合
わせた共重合ジオールを挙げることができる。
【００７６】
　ポリマージオールの数平均分子量は、ポリウレタン系エラトマーの分子量が一定の場合
、５００以上４０００以下の範囲であることが好ましい。数平均分子量を好ましくは５０
０以上、より好ましくは１５００以上とすることにより、シート状物が硬くなることを防
ぐことができる。また、数平均分子量を４０００以下、より好ましくは３０００以下とす
ることにより、ポリウレタン系エラストマーとしての強度を維持することができる。
【００７７】
　本発明で用いられる有機ジイソシアネートとしては、例えば、ヘキサメチレンジイソシ
アネート、ジシクロヘキシルメタンジイソシアネート、イソフォロンジイソシアネート、
キシリレンジイソシアネート等の脂肪族系ジイソシアネートや、ジフェニルメタンジイソ
シアネート、およびトリレンジイソシアネート等の芳香族系ジイソシアネートが挙げられ
、またこれらを組み合わせて用いることもできる。
【００７８】
　鎖伸長剤としては、好ましくはエチレンジアミンやメチレンビスアニリン等のアミン系
の鎖伸長剤、およびエチレングリコール等のジオール系の鎖伸長剤を用いることができる
。また、ポリイソシアネートと水を反応させて得られるポリアミンを鎖伸長剤として用い
ることもできる。
【００７９】
　本発明で用いられるポリウレタンは、耐水性、耐摩耗性および耐加水分解性等を向上さ
せる目的で架橋剤を併用することができる。架橋剤は、ポリウレタン系エラストマーに対
し、第３成分として添加する外部架橋剤でもよく、またポリウレタン分子構造内に予め架
橋構造となる反応点を導入する内部架橋剤も用いることができる。ポリウレタン分子構造
内により均一に架橋点を形成することができ、柔軟性の減少を軽減できるという観点から
、内部架橋剤を用いることが好ましい。
【００８０】
　架橋剤としては、イソシアネート基、オキサゾリン基、カルボジイミド基、エポキシ基
、メラミン樹脂、およびシラノール基などを有する化合物を用いることができる。
【００８１】
　［立毛層を形成する工程］
　本発明に係るシート状物の製造方法においては、繊維構造物を起毛させる工程、すなわ
ち、立毛層を形成する工程を行う。
【００８２】
　本発明のシート状物は、シート状物の少なくとも一面に、立毛を有することが重要であ
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り、起毛処理を施すことでシート状物がライティング効果を示すことができる。
【００８３】
　本発明のシート状物の表面に極細繊維の立毛を形成するための起毛処理は、前記の繊維
構造物に対し、サンドペーパーやロールサンダーなどを用いて、研削する方法などにより
施すことができる。起毛処理の前に、シート状物にシリコーンエマルジョンなどの滑剤を
付与してもよい。
【００８４】
　また、起毛処理の前、繊維構造物に帯電防止剤を付与することは、研削によって繊維構
造物から発生した研削粉がサンドペーパー上に堆積しにくくなる傾向にあり好ましい態様
である。
【００８５】
　シート状物は、起毛処理を行う前に、繊維構造物の厚み方向に半裁ないしは数枚に分割
されて得られるものでもよい。ただし、半裁ないし数枚に分割する場合は、分割されたそ
れぞれのシートが同様の構成のシートになるように行うことが、分割時の繊維構造物の質
量を等しくし、平滑な分割面および各シート状物の厚みを等しくするために好ましく、特
に半裁する場合には、平滑な分割面を得ることを目的に、繊維構造物として、繊維絡合体
の厚み方向の上下に織編物を挟み込んだ繊維構造体を用いることが好ましい。
【００８６】
　［収縮工程］
　本発明に係るシート状物の製造方法においては、前記の繊維構造物を芳香族アルコール
に浸漬する、収縮工程を行うことが重要である。前記の繊維構造物に対して、収縮工程を
施すことで高密度なシート状物としたものである。なお、本工程は、前記の立毛層を形成
する工程の前、または、前記の立毛層を形成する工程の後に行うものである。とりわけ、
研削時の繊維屑が立毛層に残存することを防ぐため、本工程は、前記の立毛層を形成する
工程の後に行うことが好ましい。
【００８７】
　収縮方法としては、加熱やポリアミド膨潤剤を用いて収縮させることが挙げられる。加
熱する場合は、熱風、熱水、スチームなどを用いることができる。加熱にて収縮する場合
、収縮工程以前の加工において乾燥条件などが制限されるためポリアミド膨潤剤を用いる
ことが好ましい。
【００８８】
　ポリアミド膨潤剤を用いて収縮させる場合には、試料を加熱した乳化液中に浸漬する方
法、または試料を乳化液中に浸漬し徐々に昇温して加熱する方法などを用いることができ
る。
【００８９】
　なお、本発明において、ポリアミド膨潤剤とは、ポリアミド繊維または布帛を、溶媒に
浸したとき、繊維を形成する非結晶高分子鎖を繊維全体が吸収して、その体積を著しく増
大させる薬剤のことをいう。具体的には、ポリアミド繊維または布帛を薬剤に２５℃、１
時間浸した後に乾燥し、その前後の重量増加率が１５％以上である薬剤のことを言う。な
お、判断に用いるポリアミドの状態は取り扱い容易の状態が好ましく、一方、薬剤は純粋
な溶媒、乳化された溶媒、希釈された溶媒などいずれの状態でもよい。
【００９０】
　ポリアミド膨潤剤としては、具体的にはベンジルアルコール、フェネチルアルコール、
フルオロアルコール、フェニレングリコール、塩化カリウムのメタノール溶液、塩化カル
シウムのメタノール溶液、フェノール類（フェノール、クレゾール、キシレノール） な
ど特に限定しないが、ベンジルアルコール、および／または、フェネチルアルコールを用
いることが好ましい。
【００９１】
　ベンジルアルコール、および／または、フェネチルアルコールを用いる場合、それら芳
香族アルコールのシート状物の合計含有率がシート状物全体の質量対比１質量ｐｐｍ以上
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１０００質量ｐｐｍ以下であることが好ましい。芳香族アルコール含有量がシート状物全
体の質量対比１０００質量ｐｐｍ以下であれば、臭気を気にせず多様な用途に展開できる
。
【００９２】
　収縮工程における面積収縮率は、５％以上４５％以下であることが好ましい。面積収縮
率を５％以上、より好ましくは１０％以上であれば、高密度化することによる表面品位の
向上効果を好ましく得ることができる。また、面積収縮率を４５％以下、より好ましくは
４０％以下であれば、収縮差による形状変化なく、不織布と織編物が一体化したまま収縮
することができる。
【００９３】
　また、本発明のシート状物は、例えば、染料、顔料、柔軟剤、風合い調整剤、ピリング
防止剤、抗菌剤、消臭剤、撥水剤、耐光剤、および耐候剤などの機能性薬剤を含有させる
ことができる。
【００９４】
　本発明のシート状物は、その立毛面に非連続な樹脂層を形成していても良い。なお、本
発明において、「非連続な樹脂層」とは、樹脂層含有シート状物の上のほうから眺めたと
きに樹脂層含有シート状物の表面に、層状の樹脂が島状に点在しているような状態のこと
である。その島状に点在した樹脂部の間には、海のように立毛部が観察される状態となる
。
【００９５】
　図１は、本発明で得られたシート状物の表面形態を例示説明するための上からみた平面
図である。図１のシート状物の表面形態において、立毛部１は樹脂部２の下で連続してお
り、上からの観察では樹脂部２が立毛部１に囲まれ、独立した形状となっている。
【００９６】
　本発明における非連続な樹脂層の形成方法としては、布帛となる繊維構造物の表面に非
連続状に塗布できる方法であれば特に限定はされない。塗布方法としては、例えば、フラ
ットスクリーンやロータリースクリーン等のスクリーン法やグラビアコーティング法等で
の塗布後に乾燥して樹脂層を形成する方法や、離型紙等の支持基材上に非連続状の樹脂膜
を形成した後、その樹脂膜の表面に接着剤を塗布し、基材となる表面に貼り合わせて接着
し、離型紙を剥離することによって樹脂層を形成する方法等が挙げられる。
【００９７】
　さらに、非連続な樹脂層を２層以上にするためには、上記の方法を繰り返すことにより
形成することができる。また、上記の方法については、同じ方法を繰り返しても良く、２
種類以上の異なる方法を組み合わせて用いることもできる。
【００９８】
　本発明における非連続な樹脂層で用いられる樹脂とは、伸び縮みするゴム弾性を有して
いる高分子化合物であり、例えば、ポリウレタン、ＳＢＲ、ＮＢＲおよびアクリル樹脂等
を挙げることができる。中でも、風合いと物性のバランスが取れる点で、ポリウレタンを
主成分としてなる樹脂、具体的には５０質量％以上ポリウレタンを含んでなる樹脂が好ま
しく用いられる。
【００９９】
　また、本発明において非連続な樹脂層は、その総厚みが０．００１～０．４００ｍｍで
あることが好ましい。総厚みが０．００１未満の場合、耐摩耗性に劣る傾向があり、総厚
みが０．４００ｍｍを超える場合は、風合いが硬いものとなる。総厚みは、より好ましく
は０．０１～０．１００ｍｍの範囲である。
【０１００】
　本発明のシート状物において、見掛け密度は０．３５ｇ／ｃｍ３以上０．７０ｇ／ｃｍ
３以下であるシート状物であることが好ましい様態である。良好な表面品位を得ることが
できるため見掛け密度は０．３５ｇ／ｃｍ３以上が好ましく、より好ましくは０．４０ｇ
／ｃｍ３以上である。シート状物を切断する等の加工性の観点から見掛け密度は０．７０
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ｇ／ｃｍ３以下が好ましく、より好ましくは０．６５ｇ／ｃｍ３以上である。
【０１０１】
　本発明のシート状物の剛軟度は、ＪＩＳ　Ｌ１９１３：２０１０「一般不織布試験方法
」の「６．７　剛軟度（ＪＩＳ法及びＩＳＯ法）」の「６．７．３　４１．５°カンチレ
バー法」により測定され、５０ｍｍ以上１８０ｍｍ以下であることが好ましい。天然皮革
調の風合いを得るために剛軟度は５０ｍｍ以上が好ましく、より好ましくは６０ｍｍ以上
、さらに好ましくは６５ｍｍ以上である。シート状物を切断する等の加工性の観点から剛
軟度は１８０ｍｍ以下が好ましく、より好ましくは１７０ｍｍ以下、さらに好ましくは１
６０ｍｍ以下であるである。
【実施例】
【０１０２】
　次に、実施例を用いて本発明をさらに具体的に説明する。なお、各物性の測定において
、特段の記載がないものは、前記の方法に基づいて測定を行ったものである。ただし、本
発明はこれらの実施例のみに限定されるものではない。
【０１０３】
　次に、実施例で用いた評価法とその測定条件について説明する。
【０１０４】
　（１）ポリマーの固有粘度（ＩＶ）
　オルソクロロフェノール（以下、ＯＣＰと略記することがある。）１０ｍＬ中に試料ポ
リマーを０．８ｇ溶かし、２５℃の温度においてオストワルド粘度計を用いて相対粘度η

ｒを下式により求め、固有粘度（ＩＶ）を算出した。
・ηｒ＝η／η０＝（ｔ×ｄ）／（ｔ０×ｄ０）
・固有粘度（ＩＶ）＝０．０２４２ηｒ＋０．２６３４
（ここで、ηはポリマー溶液の粘度、η０はＯＣＰの粘度、ｔは溶液の落下時間（秒）、
ｄは溶液の密度（ｇ／ｃｍ３）、ｔ０はＯＣＰの落下時間（秒）、ｄ０はＯＣＰの密度（
ｇ／ｃｍ３）を、それぞれ表す。）。
【０１０５】
　（２）ポリマーのメルトフローレイト（ＭＦＲ）
　ＩＳＯ　１１３３：２００５「Ｐｌａｓｔｉｃｓ　－Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ　ｏ
ｆ　ｔｈｅ　ｍｅｌｔ　ｍａｓｓ－ｆｌｏｗ　ｒａｔｅ（ＭＦＲ）　ａｎｄ　ｔｈｅ　ｍ
ｅｌｔ　ｖｏｌｕｍｅ－ｆｌｏｗ　ｒａｔｅ（ＭＶＲ）　ｏｆ　ｔｈｅｒｍｏｐｌａｓｔ
ｉｃｓ」に規定されているＭＦＲ測定方法に準じ、１０分間に押し出される樹脂の量（ｇ
）を測定した。同様の測定を３回繰り返し、その算術平均値をＭＦＲ（ｇ／１０分）とし
た。
【０１０６】
　（３）平均単繊維直径
　走査型電子顕微鏡として、株式会社キーエンス製「ＶＷ－９０００型」を用いた。
【０１０７】
　（４）見掛け密度
　不織布またはシート状物からランダムに縦方向５０ｃｍ×横方向５０ｃｍの試料を３個
採取して、厚みを目付で割り返すことで見掛け密度を算出した。なお、厚みは、試料を採
取した３箇所について、０．０１ｍｍ目盛りの厚さ計（ディスク直径９ｍｍ以上）を用い
、１０ｋＰａ荷重下で、シート幅方向等間隔に５点測定し、平均値を算出した。また、目
付は、試料を採取した３箇所について、各試料の質量をそれぞれ測定し、得られた値の平
均値を単位面積当たりに換算し、平均値を算出した。
【０１０８】
　（５）剛軟度
　前記のＪＩＳ　Ｌ１９１３：２０１０「一般不織布試験方法」の「６．７　剛軟度（Ｊ
ＩＳ法及びＩＳＯ法）」の「６．７．３　４１．５°カンチレバー法」により、剛軟度を
測定した。
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【０１０９】
　（６）面積収縮率
　収縮処理前のシート状物からランダムに縦方向５０ｃｍ×横方向５０ｃｍの印を３カ所
つけ、収縮処理後のシート状物の印を測定し、３カ所の平均値を面積収縮率とした。
【０１１０】
　（７）表面品位評価
　得られたシート状物の表面品位は１０人のパネラーによる評価で行い、下記の基準で評
価して、最も人数の多かった評価結果を採用した。評価が同数となった場合は、より高い
評価をそのシート状物の表面外観とすることとした。本発明において良好なレベル（目標
値）は、３以上である。
【０１１１】
　４：非常に緻密である。
【０１１２】
　３：緻密である。
【０１１３】
　２：粗い。
【０１１４】
　１：非常に粗い。
【０１１５】
　［実施例１］
　（繊維構造物）
　島成分として固有粘度（ＩＶ）０．７１からなるポリエチレンテレフタレート（表１に
おいては、「ＰＥＴ１」と略称する。以下、同様である。）を用い、また海成分としてポ
リスチレンを用い、島数が１６島の海島型複合用口金を用いて、島／海質量比率８０／２
０で溶融紡糸した後、延伸し捲縮加工し、その後、５１ｍｍの長さにカットして平均単繊
維直径２６μｍの海島型複合繊維の原綿を得た。
【０１１６】
　上記の海島型複合繊維の原綿を用いて、カードおよびクロスラッパー工程を経て積層ウ
ェブを形成し、織物貼り合わせ後の急激な幅変化による織物しわを抑えるために１００本
／ｃｍ２のパンチ本数でニードルパンチした。別に、ＭＦＲが５８．３ｇ／１０分のポリ
アミド６単成分（表１においては、「ＰＡ６」と略称する。以下、同様である。）からな
る単糸で撚数１４００Ｔ／ｍからなるマルチフィラメント（７８ｄｔｅｘ、３４フィラメ
ント）を経糸に用い、固有粘度（ＩＶ）０．６５のポリエチレンテレフタレート単成分（
表１においては、「ＰＥＴ２」と略称する。以下、同様である。）からなる単糸で、撚数
２５００Ｔ／ｍからなるマルチフィラメント（８４ｄｔｅｘ、７２フィラメント）を緯糸
に用い、織密度が経９９本／２．５４ｃｍ、緯７６本／２．５４ｃｍである平織物を製織
した。得られた平織物を、前記の積層ウェブの上下に積層した。
【０１１７】
　その後、２５００本／ｃｍ２のパンチ本数（密度）でニードルパンチを施し、極細繊維
発生型繊維からなる繊維絡合体と、経糸にポリアミド６を用いた織物からなる繊維構造物
を得た。
【０１１８】
　（シート状物）
　前記工程で得られた積層シートを、９６℃の温度の熱水で処理して収縮させた後、ＰＶ
Ａ（ポリビニルアルコール）水溶液を含浸し、温度１１０℃の熱風で１０分間乾燥するこ
とにより、積層シートの質量に対するＰＶＡ質量が１２質量％の割合で、積層シートにＰ
ＶＡを付与した。このようにして得られた不織布を、トリクロロエチレン中に浸漬して海
成分を溶解除去し、極細繊維からなる不織布（脱海シート）を得た。このようにして得ら
れた極細繊維からなる不織布（脱海シート）を、固形分濃度を１２％に調整したポリカー
ボネート系ポリウレタンのＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）溶液に浸漬し、次い
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でＤＭＦ濃度３０％の水溶液中でポリウレタンを凝固させた。その後、ＰＶＡおよびＤＭ
Ｆを熱水で除去し、１１０℃の温度の熱風で１０分間乾燥することにより、シート状物全
体の質量に対するポリウレタン質量が２４質量％のシート状物を得た。
【０１１９】
　その後、シート状物を厚さ方向に半裁し、半裁面を１２０メッシュのサンドペーパーを
用い、研削し、起毛処理を施した。
【０１２０】
　このようにして得られたシート状物を、４０ｇ／Ｌのベンジルアルコール乳化分散液を
含んだ常温のポリアミド膨潤剤（表１においては、「ＢＡ」と略称する。以下、同様であ
る。）に浸漬させ、昇温し、１１０℃で３０分間ポリアミド膨潤剤にて収縮処理を実施し
た。その後、８０℃のお湯にてシート状物を洗浄した。次に、収縮したシート状物につい
て液流染色機を用いて、１１０℃の温度条件下で染色し、乾燥機を用いて乾燥を行い、シ
ート状物を得た。得られたシート状物は、シート厚みが１．０ｍｍ、平均単繊維直径が４
．４μｍ、見掛け密度が０．４３ｇ／ｃｍ３、剛軟度が６１ｍｍであった。一方、染色後
のシート状物のベンジルアルコールの含有率は、シート状物全体の質量に対して１５０質
量ｐｐｍであり、収縮工程における面積収縮率は、１５％であった。なお、ベンジルアル
コール含有量の測定には、上記シート状物からベンジルアルコールを抽出・単離した後、
ガスクロマトグラフィーにて測定した。シート状物の表面品位評価は「４」となった。結
果を表１に示す。
【０１２１】
　［実施例２］
　（繊維構造物）
　島／海質量比率を８５／１５とし、織物を変更したこと以外は、実施例１と同様にして
極細繊維発現型繊維からなる繊維絡合体と織編物とからなる繊維構造物を得た。織編物と
しては、経糸に固有粘度（ＩＶ）０．６５のポリエチレンテレフタレート単成分（ＰＥＴ
２）からなる単糸で、撚数２５００Ｔ／ｍからなるマルチフィラメント（８４ｄｔｅｘ、
７２フィラメント）を、緯糸にＭＦＲが５８．３ｇ／１０分のポリアミド６単成分（ＰＡ
６）からなる単糸で撚数１４００Ｔ／ｍからなるマルチフィラメント（７８ｄｔｅｘ、３
４フィラメント）を用い、織密度が経９７本／２．５４ｃｍ、緯７６本／２．５４ｃｍで
ある平織物を使用した。
【０１２２】
　（シート状物）
　実施例１と同様にしてシート状物を得た。得られたシート状物は、厚みが１．０ｍｍ、
平均単繊維直径が５．５μｍ、見掛け密度が０．４７ｇ／ｃｍ３、剛軟度が７２ｍｍであ
った。一方、染色後のシート状物のベンジルアルコールの含有率は、シート状物全体の質
量に対して１５０質量ｐｐｍであり、収縮工程における面積収縮率は、１８％であった。
シート状物の表面品位評価は「４」となった。結果を表１に示す。
【０１２３】
　［実施例３］
　（繊維構造物）
　島／海質量比率を５５／４５とし、織物を変更したこと以外は、実施例１と同様にして
極細繊維発現型繊維からなる繊維絡合体と織編物とからなる繊維構造物を得た。織編物と
しては、経糸・緯糸ともにＭＦＲが５８．３ｇ／１０分のポリアミド６単成分（ＰＡ６）
からなる単糸で撚数１４００Ｔ／ｍからなるマルチフィラメント（７８ｄｔｅｘ、３４フ
ィラメント）を用い、織密度が経９９本／２．５４ｃｍ、緯７６本／２．５４ｃｍである
平織物を使用した。
【０１２４】
　（シート状物）
　実施例１と同様にしてシート状物を得た。得られたシート状物は、厚みが１．０ｍｍ、
平均単繊維直径が３．０μｍ、見掛け密度が０．５５ｇ／ｃｍ３、剛軟度が１００ｍｍで
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あった。一方、染色後のシート状物のベンジルアルコールの含有率は、シート状物全体の
質量に対して２５０質量ｐｐｍであり、収縮工程における面積収縮率は、２２％であった
。シート状物の表面品位評価は「４」となった。結果を表１に示す。
【０１２５】
　［実施例４］
　（繊維構造物）
　島／海質量比率を５０／５０としたこと以外は、実施例２と同様にして極細繊維発現型
繊維からなる繊維絡合体と織編物とからなる繊維構造物を得た。
【０１２６】
　（シート状物）
　ベンジルアルコール乳化分散液を３０ｇ／Ｌとしたこと以外は、実施例１と同様にして
シート状物を得た。得られたシート状物は、厚みが１．０ｍｍ、平均単繊維直径が２．０
μｍ、見掛け密度が０．４２ｇ／ｃｍ３、剛軟度が７０ｍｍであった。一方、染色後のシ
ート状物のベンジルアルコールの含有率は、シート状物全体の質量に対して１００質量ｐ
ｐｍであり、収縮工程における面積収縮率は、１６％であった。シート状物の表面品位評
価は「４」となった。結果を表１に示す。
【０１２７】
　［実施例５］
　（繊維構造物）
　実施例１と同様にして極細繊維発現型繊維からなる繊維絡合体と織編物とからなる繊維
構造物を得た。
【０１２８】
　（シート状物）
　ポリアミド膨潤剤をフェネチルアルコール乳化分散液（表１においては、「ＦＡ」と略
称する。以下、同様である。）とし、その含有量を３５ｇ／Ｌとしたこと以外は、実施例
１と同様にしてシート状物を得た。得られたシート状物は、厚みが１．０ｍｍ、平均単繊
維直径が４．４μｍ、見掛け密度が０．４０ｇ／ｃｍ３、剛軟度が５８ｍｍであった。一
方、染色後のシート状物のベンジルアルコールの含有率は、シート状物全体の質量に対し
て８０質量ｐｐｍであり、収縮工程における面積収縮率は、１０％であった。シート状物
の表面品位評価は「３」となった。結果を表１に示す。
【０１２９】
　［実施例６］
　（繊維構造物）
　島成分としてＭＦＲが５８．３ｇ／１０分のポリアミド６を用い、また海成分としてＭ
ＦＲが３００ｇ／１０分のアクリル酸２－エチルへキシルを２２ｍｏｌ％共重合したポリ
スチレンを用い、島数が３６島の海島型複合用口金を用いて、島／海質量比率３０／７０
で溶融紡糸した後、延伸、捲縮し、その後、５１ｍｍにカットし、単繊維繊度２４μｍの
海島型複合繊維の原綿を使用した。それ以外は、実施例１と同様にして極細繊維発現型繊
維からなる繊維絡合体と織編物とからなる繊維構造物を得た。
【０１３０】
　（シート状物）
　実施例４と同様にしてシート状物を得た。得られたシート状物は、厚みが１．０ｍｍ、
平均単繊維直径が１．５μｍ、見掛け密度が０．６１ｇ／ｃｍ３、剛軟度が１３０ｍｍで
あった。一方、染色後のシート状物のベンジルアルコールの含有率は、シート状物全体の
質量に対して４００質量ｐｐｍであり、収縮工程における面積収縮率は、３２％であった
。シート状物の表面品位評価は「４」となった。結果を表１に示す。
【０１３１】
　［実施例７］
　（繊維構造物）
　実施例１と同様にして極細繊維発現型繊維からなる繊維絡合体と織物とからなる繊維構
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【０１３２】
　（シート状物）
　樹脂層の塗布以外は実施例１と同様にしてシート状物を得た。樹脂層の塗布は、収縮・
染色工程後のシート状物の立毛面にロータリーコーティング手法を３度繰り返し、非連続
に表面が被覆された３層のポリウレタン樹脂層を形成せしめた。また、表面は、樹脂層部
分が島状に点在しており、樹脂部分と立毛部分とが断続的に配置されており、樹脂部分の
総厚みは０．２ｍｍであった。得られたシート状物は、厚みが１．２ｍｍ、平均単繊維直
径が４．４μｍ、見掛け密度が０．５０ｇ／ｃｍ３、剛軟度が９０ｍｍであった。一方、
染色後のシート状物のベンジルアルコールの含有率は、シート状物全体の質量に対して１
４０質量ｐｐｍであり、収縮工程における面積収縮率は、１５％であった。シート状物の
表面品位評価は「４」となった。結果を表１に示す。
【０１３３】
　［比較例１］
　（繊維構造物）
　織編物を変更したこと以外は、実施例１と同様にして極細繊維発現型繊維からなる繊維
絡合体と織編物とからなる繊維構造物を得た。織編物としては、経糸・緯糸ともに固有粘
度（ＩＶ）０．６５のポリエチレンテレフタレート単成分（ＰＥＴ２）からなる単糸で、
撚数２５００Ｔ／ｍからなるマルチフィラメント（８４ｄｔｅｘ、７２フィラメント）を
用い、織密度が経９７本／２．５４ｃｍ、緯７６本／２．５４ｃｍである平織物を使用し
た。
【０１３４】
　（シート状物）
　実施例１と同様にしてシート状物を得た。得られたシート状物は、厚みが１．０ｍｍ、
平均単繊維直径が４．４μｍ、見掛け密度が０．３８ｇ／ｃｍ３、剛軟度が４８ｍｍであ
った。一方、染色後のシート状物のベンジルアルコールの含有率は、シート状物全体の質
量に対して１５０質量ｐｐｍであり、収縮工程における面積収縮率は、０％であった。シ
ート状物の表面品位評価は「２」となった。結果を表２に示す。
【０１３５】
　［比較例２］
　（繊維構造物）
　実施例３と同様にして極細繊維発現型繊維からなる繊維絡合体と織物とからなる繊維構
造物を得た。
【０１３６】
　（シート状物）
　ベンジルアルコール乳化分散液を使用しないこと以外は、実施例１と同様にしてシート
状物を得た。得られたシート状物は、厚みが１．０ｍｍ、平均単繊維直径が３．０μｍ、
見掛け密度が０．３７ｇ／ｃｍ３、剛軟度が４５ｍｍであった。一方、染色後のシート状
物のベンジルアルコールの含有率は、シート状物全体の質量に対して０質量ｐｐｍであり
、収縮工程における面積収縮率は、０％であった。シート状物の表面品位評価は「２」と
なった。結果を表２に示す。
【０１３７】
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【表１】

【０１３８】
【表２】

【０１３９】
　実施例のシート状物は、いずれも収縮処理により高密度化し、緻密な表面品位を示した
。一方、比較例１のシート状物は、織編物の経糸・緯糸ともにポリエチレンテレフタレー
トを用いたため、収縮工程において収縮せず、緻密感が劣っていた。また、比較例２のシ
ート状物は、ポリアミド膨潤剤であるベンジルアルコールを加えなかったため、収縮工程
において収縮せず、緻密感が劣っていた。
【符号の説明】
【０１４０】
１：　立毛部
２：　樹脂部
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